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平成７年１月 17 日の未明に発生した阪神・淡路大震災では、6,434 人の尊い命が奪

われましたが、このうち約９割近くは家屋・家具等の倒壊による圧死でした。 

これを受けて、横浜市では同年 10 月から無料の耐震診断制度を他の都市に先駆け

て開始し、それ以降、木造住宅やマンションの耐震化に関する様々な制度を立ち上げ、

安全・安心なまちづくりを積極的に推進してきました。 

  

１ 本市の住宅耐震化促進施策の変遷                      

（１）木造住宅 

  木造住宅の耐震化に関する支援制度については、平成７年度に「木造住宅耐震診

断士派遣事業」を開始し、平成 11 年度には耐震診断後に耐震改修工事を行う場合

の費用の一部を補助する「木造住宅耐震改修促進事業」を開始しました。平成 16

年度には、市民が安心して耐震改修を行うことができるよう、設計・施工業者を市

に登録させる「設計・施工事業者登録制度」を創設し、さらに平成 20 年度にはモ

デル事業として、耐震診断後に自宅に相談員を派遣する「木造住宅訪問相談事業」、

老朽化した住宅の除却費用の一部を補助する「木造住宅建替等促進事業」、防災ベ

ッド等の設置費用の一部を補助する「防災ベッド等設置推進事業」を開始するなど、

様々な支援制度を創設してきました。 

（２）マンション 

  マンションの耐震化に関する支援制度については、平成 10 年度に「マンション

耐震診断支援事業」、平成 13 年度には「マンション耐震改修促進事業」を開始し、

マンションについても木造住宅と併せて耐震化の取組を開始しました。その後、マ

ンションの耐震化に関連する事業として、平成 15 年度に「マンション・アドバイ

ザー派遣事業」、平成 16 年度に「マンション再生支援事業」をそれぞれ開始しまし

た。 

（３）住宅の耐震化に関する方策 

  住宅の耐震化に関する方策については、平成 18 年１月 26 日の耐震改修促進法の

改正に伴い「計画的な耐震化の推進」が盛り込まれ、国が基本方針を作成し、地方

公共団体が耐震改修促進計画を作成することとされました。 

これを受けて、本市では平成 19 年３月に「横浜市耐震改修促進計画」を策定し、

耐震化を促進していくことといたしました。 

さらに、 

・平成 19 年度には、副市長を座長とした「耐震化促進プロジェクト」を設置し、

耐震化促進対策等を検討 

・平成 19 年度に本市の無料耐震診断制度を利用した市民を対象としたアンケート

を実施 

・平成 20 年度に、有識者からなる「横浜市木造住宅耐震化促進策検討会議」を設

置し、耐震化を促進するための具体的な方策について諮問・答申 

など、耐震化を促進するための方策について検討してきました。 
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表１ 住宅の耐震化関連制度一覧 
事業名等 開始年度 

木造住宅耐震診断

士派遣事業 
市長が認定した耐震診断士を自宅

に無料で派遣 
平成７年度

木造住宅訪問相談

事業 
耐震改修を検討している方に、無

料で相談員を自宅に派遣 
平成 20 年度木造 

住宅 
住宅の耐震化に関

する出前講座 
住宅の耐震化に興味のあるグルー

プに対して講師を派遣し出前講座

を行う 
平成 21 年度

マンション耐震 
診断支援事業 

予備診断（無料）と本診断費用の

一部を補助 
平成 10 年度

マンション・アド

バイザー派遣事業

建替・改修等を支援するため、専

門家を管理組合に派遣 
平成 15 年度

耐震改修・

建替に向け

た初期段階

の支援 

マン 
ション 

マンション再生 
支援事業 

建替・改修等の初動期の合意形成

に向けた検討費用の一部を補助 
平成 16 年度

木造住宅耐震改修

促進事業 
市の耐震診断の結果、危険と判断

された住宅の耐震改修工事費の一

部を補助 
平成 11 年度

設計・施工事業者

登録制度 
市民が安心して耐震改修が行える

ように信頼できる設計・施工事業

者を登録 
平成 16 年度

木造 
住宅 

木造住宅建替等 
促進事業 

建替等により木造住宅を除却する

費用の一部を補助 
平成 20 年度

耐震改修・

建替工事の

支援 

マン 
ション 

マンション耐震 
改修促進事業 

耐震改修を行う管理組合に対し

て、設計費や工事費の一部を補助 
平成 13 年度

その他 
木造 
住宅 

防災ベッド等設置

推進事業 
防災ベッドや耐震シェルターを設

置する費用の一部を補助 
平成 20 年度
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２ 木造住宅の耐震化促進施策の概要と実績                   

（１）木造住宅耐震診断士派遣事業 

  市長が認定した耐震診断士を無料で派遣し、耐震診断を実施します。 
ア 対象建築物 

   昭和 56 年５月末日以前の建築確認により建築された２階建て以下の木造個人

住宅（プレハブ工法の住宅や共同住宅、長屋等を除く。） 
   

市内の木造住宅の総数（平成 15 年住宅・土地統計調査） 

木造一戸建（持家） 453,500 戸 

 うち昭和 55 年以前に建築されたもの 189,000 戸 
 
イ 実績（平成 21 年３月末現在）                 （単位：戸） 

H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 累計

1,400 2,200 1,750 1,079 937 950 1,800 1,600 1,954 2,250 1,670 950 1,475 1,015 21,030

 

（２）木造住宅訪問相談事業（平成 20 年度にモデル事業として開始） 

  本市の無料耐震診断の結果、希望に応じて相談員を無料で派遣します。 
 ア 対象建築物 

本市の無料耐震診断の結果、評点※1.0 未満と判定された住宅 

※評点（上部構造評点）：地震に対する強度を表す指標 

1.5以上：倒壊しない

1.0以上1.5未満：一応倒壊しない

0.7以上1.0未満：倒壊する可能性がある

0.7未満：倒壊する可能性が高い

評点 1.0 未満 

＝耐震改修が必要 

 
 
 
 
 
 イ 相談内容 

   耐震改修工事の一般的な流れや方法、改修計画の概要や概算費用等を説明 
 ウ 実績 

   350 件（平成 20 年９月～21 年３月末現在） 

 
（３）木造住宅耐震改修促進事業 

  本市の耐震診断の結果に基づいて耐震改修を行う場合、費用の一部を補助します。 
 ア 対象建築物 

本市の無料耐震診断の結果、評点 1.0 未満と判定された住宅 

 イ 対象工事 

基礎、柱、はり、筋かい（耐力壁）の補強、軽量化のための屋根のふき替え等

の耐震改修工事で、改修後に評点が 1.0 以上となる工事 

ウ 補助限度額 

  ・一般世帯 ：150 万円（設計 20 万円、工事 130 万円） 

・非課税世帯：225 万円（設計 30 万円、工事 195 万円） 
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エ 実績（平成 21 年３月末現在）                 （単位：戸） 

年度 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 累計

実績 16 61 61 112 135 143 148 153 176 213 1,218

制度 
H11.7.1～ 
上限：600 万円

補助率：１/３ 

H13.4.1～ 
上限：600 万円 
補助率：１/３～９/10 

H16.4.1～ 
上限：500 万円 
補助率：１/３～９/10

H18.8.1～ 
上限：150 万円※

※非課税世帯 225 万円 

【平均費用】 

  設計費用 平均 40 万円 

工事費用 平均 300 万円 

※平成 18 年８月以降に補助制度を申請した約 130 件のデータをもとに作成 

 

（４）設計・施工事業者登録制度 

  市内（準市内も含む）の信頼できる設計・施工事業者を登録する制度で、誠意を

もって良心的に業務にあたることを宣誓し、講習会を受講した事業者を登録するも

のです。本市の補助制度を利用する場合は、登録された事業者が設計・施工を行え

るものとなっており、登録の有効期限は２年間です。 

 ・登録事業者数（平成 21 年３月末現在）    

市内業者 436 社、準市内業者 23 社 

市内・準市内 

設計 施工 設計・施工
合計 

106 159 194 459

 

（５）木造住宅建替等促進事業（平成 20 年度にモデル事業として開始） 

   耐震性の低い木造住宅を除却する場合、費用の一部を補助します。 
 ア 対象建築物 

モデル地区※にある住宅のうち、市の木造住宅耐震診断を受けた住宅で、評点

1.0 未満と判定された住宅 
 

※ モデル地区一覧 
いえ・みち まち改善事業の対象 23 地区の中から高齢化率等を勘案して選定 

区 地区名 町名 
西区 西戸部地区 西戸部１丁目、２丁目、３丁目 
中区 本郷町３丁目地区 本郷町３丁目 
南区 清水ケ丘地区 清水ヶ丘 
磯子区 久木・広地・滝三・中浜

地区 
久木町、広地町の一部、中浜町、滝頭３丁

目の一部、磯子１丁目、２丁目、８丁目 
金沢区 金沢周辺地区 金沢町、寺前１丁目、寺前２丁目の一部、

町屋町の一部、泥亀２丁目の一部 
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イ 対象工事 

住宅の全てを除却する工事 
ウ 補助限度額 

除却費用の２／３（上限 50 万円） 

 エ 実績（平成 21 年３月末現在） 

   ２件（西区、金沢区） 
 
（６）防災ベッド等設置推進事業（平成 20 年度にモデル事業として開始） 

  昭和 56 年５月末日以前の建築確認により建築された２階建て以下の木造住宅に

居住する高齢者等が、防災ベッドや耐震シェルターを設置する場合、その費用の一

部を補助します。 

ア 制度対象者 

昭和 56 年５月末日以前に建築確認を得て着工された木造住宅に居住する高齢

者等※で、市が対象とする製品を設置するもの 
   

※ 高齢者等 

対 象 内 容 

①高齢者 ・ 申請時における年齢が 65 歳以上であること 

②地震時に避難する

ことが困難と認めら

れ、市長が定めるもの 

・ 介護保険の「要介護３」以上の者 

・ 介護保険「要支援」以上で一人暮らしの者 

・ 認知症のある者 

・ 難病患者等の在宅療養者 

・ 障害者自立支援法に基づく障害程度区分認定者 

（区分１～６） 
   

 イ 補助限度額 

設置費用に対し上限 10 万円 

 ウ 実績（平成 21 年３月末現在） 

   防災ベッド２件（緑区、栄区） 
 
（７）出前講座（平成 21 年６月１日から開始） 

   建築の専門家を派遣して住宅の耐震化に関する出前講座を行います。 
ア 制度対象者 

   昭和 56 年以前の木造戸建住宅の所有者を中心とする５名程度以上のグループ 

 イ 開催場所 

   町内会館等（各グループで用意） 
 ウ 実績（平成 21 年７月 30 日現在） 

   申込件数 30 件 
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３ マンションの耐震化促進施策の概要と実績                  

（１）マンション耐震診断支援事業 

地震時の老朽マンションの倒壊による被害を未然に防ぎ、地震に強い安全なまち

づくりを進めるために、分譲マンションの耐震診断を支援します。 
ア 対象建築物 

昭和 56 年５月末日以前の建築確認により建築された区分所有法が適用される

分譲マンション 
  
  市内のマンションの総数（平成 15 年住宅・土地統計調査） 

マンション（持家） 277,000 戸 

 うち昭和 55 年以前に建築されたもの 64,000 戸 
  
 イ 制度内容 

（ア）予備診断 

横浜市が無料で実施 

（イ）本診断 

予備診断の結果、本診断が必要と判定された場合は、その費用の１／２（上

限３万円／戸）を補助 

 ウ 実績（平成 21 年３月末現在） 

【予備診断】             ※括弧内の数値は本診断が必要な棟（戸）数 
 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 累計 

棟数 
487

(132)
196
(70)

163 
(42) 

118
(45)

67
(17)

275
(99)

32
(27)

178
(58)

92
(50)

73 
(22) 

79
(26)

1,760
(588)

戸数 
17,572

(10,023)
7,669

(4,322)
4,621 

(2,321) 
4,679

(3,058)
1,977
(968)

7,422
(3,307)

2,278
(2,116)

7,297
(4,670)

4,041
(2,730)

2,669 
(1,563) 

2,294
(1,510)

62,519
(36,588)

【予備診断実施率】市内の昭和 55 年以前に建築されたもののうち予備診断を実施した割合 

  予備診断実施戸数：62,519／昭和 55 年以前のマンション戸数：64,000＝約 98％ 

 
【本診断】             ※括弧内の数値は耐震改修が必要な棟（戸）数 

 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 累計

棟数 ― 
5

(3)
12 
(6) 

7 
(7) 

14
(8)

19
(16)

3
(1)

6
(5)

12
(11)

8 
(7) 

15 
(15) 

101
(79)

戸数 ― 
568

(354)
1,536 
(900) 

295 
(295) 

573
(443)

631
(535)

455
(118)

356
(317)

700
(670)

764 
(729) 

518 
(518) 

6,396
(4,879)

【本診断実施率】本診断が必要と判定された住宅のうち本診断を行った割合 

  本診断実施戸数：6,396／本診断が必要な戸数 36,588：＝約 17％ 

 
（２）マンション耐震改修促進事業 

  分譲マンションの耐震改修工事に対して補助を行います。 
 ア 対象建築物 

本市のマンション耐震診断支援事業により、耐震改修が必要と判定された分譲

マンションで、耐震改修促進法に基づく認定を受けたもの 
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イ 補助限度額 

・耐震改修設計費用の２／３ 

・耐震改修工事費用の１／３（上限８万円／㎡、免震工法の場合上限 10 万円／㎡） 

 ウ 実績（平成 21 年３月末現在）  ※括弧内の数値は前年度から継続している件数 

  H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 累計

棟数 ― ― ― ― 5 1 ― 1 7
耐震設計 

戸数 ― ― ― ― 313 19 ― 47 379
棟数 ― ― ― ― ― 7 （7） ― 7耐震改修 

工事 戸数 ― ― ― ― ― 508 （508） ― 508
【耐震化率】耐震改修が必要と判定されたもののうち耐震改修を行った割合 

  耐震改修実施戸数：508／耐震改修が必要とされたマンション戸数 4,879：＝約 10％ 

 

（３）その他の耐震関連事業 

  マンションの管理組合を支援する制度として、マンションの適正な維持管理や建

替・大規模改修等を支援するため、専門家を管理組合へ派遣するマンション・アド

バイザー派遣事業、建替や大規模改修など、マンション再生に関する管理組合活動

を支援するため、初動期の合意形成に向けた検討費用の一部を補助するマンション

再生支援事業があります。 
 
４ 住宅の耐震化促進に係る主な取組の概要                   

（１）横浜市耐震改修促進計画 

  耐震改修促進計画では、平成 18 年度から 27 年度の 10 年間で住宅の耐震化率を

90％にすることを目標に、耐震改修促進事業により約 4,000 戸の木造住宅及びマン

ションの耐震化を促進していくことと定めました。 

計画を策定した 18 年度から 20 年度までの３年間の実績は、木造住宅及びマンシ

ョンの合計で 1,050 戸となっています。 

 

（２）木造住宅耐震化促進プロジェクト 

  平成 19 年７月に発生した新潟県中越沖地震を受けて、住宅の耐震化を進めるこ

とが喫緊の課題となっていることから、耐震化促進策等を検討するため副市長を座

長とする「耐震化促進プロジェクト」を立ち上げ、検討を行いました。 

  主な検討結果は以下のとおりです。 

 ・平成 20 年度に、既存事業に加え「木造住宅耐震化促進モデル事業」を実施する

こと。 

 ・平成 20 年度に、地域を限定して、その地域内の実状に応じて古い木造住宅に戸

別訪問を行うなど、耐震診断の受診を促進すること。 

 ・平成 20 年度に、外部有識者会議を設置して市民、有識者、専門家等の視点を取

り入れ、平成 21 年度から行う事業への活用を図ること。 
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（３）耐震診断制度利用者アンケート 

ア アンケートの概要 

  調査期間：平成 19 年 11 月～20 年２月 

  対 象 者：平成 19 年３月までに横浜市耐震診断士派遣事業を利用し、評点 1.0

未満で、横浜市の補助制度を利用していない者。 

  アンケート発送数：12,999 件 

  アンケート回収数： 4,482 件（回答率約 34％） 

イ アンケート結果 

・横浜市の補助制度を利用せずに「建替えた」又は「耐震改修をした」と回答

した件数は、全体の約４割を超えています（図１参照）。このことから、耐震

診断をきっかけとして自発的な耐震化の取組みが進んでいることがうかがえ

ます。 
・耐震改修や建替をしていない「何もしていない」又は「それ以外の取り組み」

と回答した人の具体的な理由としては、約半数の方が資金不足と高齢化に関

することを理由として挙げています（図２参照）。 
 

資金不足

36.0%

その他

19.0%

知識不足・制度誤解

9.0%

一部改修済

5.0%

現状維持

6.0%

高齢化

10.0%

転居等予定

8.0%

事業者選択

7.0%

 
 
 
 
 
 
 
 

建替えた

22.2%

耐震改修をした

21.7%

それ以外の取組

7.7%

無記入

0.4%

 
図１ 耐震診断後の耐震化の状況     図２ 耐震改修・建替をしない理由 

 
（４）横浜市木造住宅耐震化促進策検討会議（答申） 

平成 19 年度の「木造住宅耐震化促進プロジェクト」の討議結果を受けて、本市

のこれまでの耐震化に関する様々な取組や支援策等について検証するとともに、新

たな耐震化の方策を検討するため、平成 20 年７月に、外部有識者５人からなる横

浜市木造住宅耐震化促進策検討会議（委員長：中島正夫関東学院大学教授）を設置

しました。 

同年７月から 12 月にかけて計５回にわたり議論を進め、旧耐震基準で建てられ

た木造住宅の耐震化を進めるための啓発・ＰＲや相談体制、地域での取り組み強化

など、具体的な方策について答申をいただきました。 

 

 

 

何もしていない

48.1%

内訳 

 8



 

５ 制度利用促進のための取組（啓発・ＰＲ）                  

  これまで、広報よこはま等の広報媒体の活用や、各種イベント等へ参加するとと

もに、パンフレットの一斉配布や市内一斉キャンペーンを企画・実施するなど様々

な啓発・ＰＲを行い、耐震診断の受診件数の増加など一定の成果を得ることができ

ました（表２参照）。 
 
 表２ 木造住宅の耐震化の主な啓発・ＰＲの取組み 

実施年度 実施内容 実績 
平成 16 年度 「住まいの防災・耐震対策緊急キャンペーン」

阪神・淡路大震災発生から 10 年目の防災とボ

ランティアの日に、全区で耐震特別相談会を

開催 

キャンペーンを行っ

た１月の耐震診断の

申込が 300 件を超え

た。 

【16 年度実績】 

     2,250 件 

平成 19 年度 ７月の新潟県中越沖地震の直後に、集中的に

ＰＲ活動を実施 

・住宅密集地へパンフレット配布（3,000 戸）

・市営地下鉄車内、構内へのポスター掲示 

・新聞広告記事掲載（６紙） 

・防災訓練の参加者へチラシ配布（20,000 枚）

 

防災とボランティアの日（１月 17 日）に併せ

て、広報よこはま特別号を市内全世帯へ配布

（156 万世帯） 

・ＰＲ活動を行った直

後の９月の耐震診断

の申込が 200 件を超

えた。 

・特別号を配布した１

月の耐震診断の申込

が 289 件であった。 

 

【19 年度実績】 

     1,475 件 

平成 20 年度 ・住宅密集地で高齢化率の高い５つの地域を

対象に戸別訪問を実施（2,200 戸） 

・約 5,000 名の家庭防災員への啓発・ＰＲ 

・防災とボランティアの日（１月 17 日）に併

せて、神奈川テレビで耐震特別番組の放映

・耐震啓発用ＤＶＤを作成し、約 500 校の全

市立小中学校への配布 

戸別訪問により、224

件の耐震診断の即時

申し込みがあった 

【20 年度実績】 

     1,015 件 

平成 21 年度 ・住宅の耐震化に関する出前講座の実施 

・約 8,000 名の消防団員への説明会等の開催

・約 4,000 名の民生委員に対する啓発・ＰＲ

・防災の日（９月１日）に併せて、広報よこ

はま特別号を市内全世帯（157 万世帯）へ

配布 
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６ 耐震化促進に関する主な課題と対応                         

（１）市民意識の高揚策 

  広報よこはま等の広報媒体の活用や各種イベントへの参加など、これまで様々な

啓発・ＰＲを継続して行ってきましたが、地震に対する危機意識が時間とともに薄

れる傾向にあります。 

危機意識を維持するため、これまでも継続的な啓発活動や、防災の日など機を捉

えた啓発・ＰＲを行ってきており、今年の９月には防災の日に合わせて広報よこは

ま特別号を市内の全世帯（157 万世帯）に配布する予定です。また、自治会町内会

向けの出前講座を今年の６月から開始するなど、今後とも効果的な周知活動を継続

して行ってまいります。 

 
（参考）主な地震発生と耐震診断実績の推移 

H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 累計

1,400 2,200 1,750 1,079 937 950 1,800 1,600 1,954 2,250 1,670 950 1,475 1,015 21,030
 

主な地震発生と耐震診断実績の推移

0

500

1000

1500

2000

2500

H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

年度

耐
震
診
断
実
績

（
件
数

）

耐震診断実績

① ② ③ ④ ⑤⑥

 
 

番号 年月 大規模地震発 

① 平成 7年 1月 阪神・淡路大震災 

② 平成 12 年 10 月 鳥取県西部地震 

③ 平成 15 年 7 月 宮城県北部地震 

④ 平成 16 年 10 月 新潟県中越地震 

⑤ 平成 19 年 3 月 能登半島地震 

⑥ 平成 19 年 7 月 新潟県中越沖地震 
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（２）アパート等の借家の耐震化の促進 

  旧耐震基準の木造住宅については、これまで個人住宅を対象に支援してきました

が、平成 15 年の住宅・土地統計調査によると、市内の旧耐震基準の木造住宅のう

ち約２割が借家となっています。しかし、借家の改修工事を行う場合には、建物所

有者の同意だけではなく全ての賃借人の同意など、借家固有の問題がありますが、

借家についても耐震診断の対象とすることについて検討してまいります。 

 
（３）木造住宅の耐震改修への誘導 

  耐震診断後に耐震改修へ誘導するためには、費用負担への不安や事業者選びの方

法など、耐震改修に対して市民が抱いている不安を解消するとともに、耐震改修に

関する意識啓発を行う必要があります。 

  このため、平成 20 年９月から、耐震改修を検討している市民に対して専門家を

無料で派遣し、耐震改修計画概要の作成や概算費用の説明など、個々のケースに応

じた相談を行う訪問相談事業を開始しており、本事業を活用しながら引き続き耐震

診断から耐震改修への誘導に努めてまいります。 

 

（４）マンションの耐震化の促進 

  マンション耐震診断支援事業の予備診断の受診率は、市内の対象となる分譲マン

ションの約 98％となっており、市内のほとんどの分譲マンションが受診をしており

ます。 

  一方で、予備診断の結果、本診断が必要と判定されたマンションのうち本診断を

行っている割合は約 17％、さらに本診断の結果、耐震改修が必要と判定されたマン

ションのうち耐震改修を行っているマンションは約 10％となっております。 

  理由としては、特に分譲マンションは複数の所有者で区分所有されていることか

ら、耐震改修に向けた区分所有者間の合意形成が難しいことが挙げられます。 

  管理組合の合意形成に向けた取組みを支援するため、建築士や弁護士などの専門

家を管理組合へ派遣する「マンション・アドバイザー派遣事業」、耐震改修計画の

策定に必要な検討費用の一部を管理組合に補助する「マンション再生支援事業」な

どの支援制度がありますが、引き続きこれらの制度を活用するとともに、分譲マン

ションの本診断の受診及び耐震改修への誘導に努めてまいります。 

 
（５）住宅密集地の耐震化の促進 

  住宅密集地は、市内でも特に耐震化を促進しなければならない地域ですが、未接

道又は狭あい道路への接道や建築基準法の規定に抵触しているなど、建替や改修を

行ううえで支障がある住宅が多く存在しています。 
  本市の補助事業で耐震改修を行う場合には、建物全体を基準に適合させる改修工

事を行うことが必要となり、部分的な補強工事は補助の対象とはなっていませんが、

大地震時の被害を少しでも軽減するという観点から、部分的な補強工事のあり方に

ついて検討してまいります。 
  また、建替を支援する事業としては、昨年の９月から開始した建物の除却費用の
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一部を補助する木造住宅建替等促進事業がありますが、これらの事業を活用しなが

ら、住宅密集地での建替や改修を推進してまいります。 
 
（６）防災への多様な支援 

  住宅所有者の高齢化が進み、費用負担への不安などから改修工事や建替が進まな

い現状を踏まえ、木造住宅の耐震化と併せて市民の生命を守るという観点から昨年

の９月に防災ベッド等設置推進事業を開始しました。 
しかし、補助実績が少ないことから、実物展示の企画や補助対象者である高齢者

等と接する機会の多い民生委員に対して制度のＰＲを行い、必要に応じて高齢者等

に勧めてもらうための継続的な働きかけを行うなど、制度利用促進のための啓発・

ＰＲに努めてまいります。 
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